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令和７年度 第１回豊後高田市総合教育会議議事録 

 

日 時 令和８年２月９日（月）13：30開会 

場 所 豊後高田市役所高田庁舎３階 

 301会議室 

出席者 市 長    佐々木 敏夫 

    教育委員会 

    教育長    河野 潔 

    委 員    護城 和代 

 委 員    松成 康男 

    委 員    桑原 猛 

    委 員    山尾 華織         

    事務局 

    市総務課長  飯沼 憲一 

    教育総務課長 植田 克己 

    学校教育課長 上家 誠夫 

    文化財室長  河野 典之 

    市総務課課長補佐兼総務法規係長 

矢野 裕治 

教育総務課総括主幹兼総務管財係長 

岩田 隆宏 

    学校教育課総括主幹兼学務係長 

           大江 里江 

 

報道関係 大分合同新聞 記者 

     企画情報課広報 担当 

     市ケーブルネットワーク担当 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１．開会 

○市総務課長 飯沼 憲一 

みなさん、こんにちは。 

総務課の飯沼と申します。よろしくお願いします。 

本日の出席者は、佐々木市長、河野教育長及び教

育委員の皆さん、６名全員出席であります。 

開会にあたりまして、皆さんに予めご了承いただ

きたいことがございます。 

この会議は、公開することとなっております。 

法の趣旨にそって、公開で開催させていただき、

議事録をつくって、ホームページで公開することに

なっておりますので、予め、ご了承願います。 

それでは、令和７年度 豊後高田市総合教育会議

を開催いたします。 

最初に、主催者であります佐々木市長よりごあい

さつ申し上げます。 

 

２．市長あいさつ 

○市長 佐々木 敏夫 

本日は、たいへんお忙しい中、令和７年度の総合

教育会議に ご出席いただきまして、誠にありがと

うございます。 

教育委員の皆様方には、日頃から、豊後高田市の

教育のまちづくりに関し、ご理解と、ご協力をいた

だいていることに、心より感謝を申し上げる次第で

ございます。 

さて、ご案内のとおり、全国的に少子高齢化、人

口減少が大きな問題となっております。 

本市は、この問題に、いち早く取り組んでおり、

人口増に向けた、各種の子育て支援を実施しており

ます。 

保護者負担を軽減し、子育てを社会全体で支える

ため、「０歳児から高校生までの保育料、授業料、

給食費、医療費の完全無料化」や「難関大学 突破

に向けた高田高校生のための無料塾」などを実施し

ております。 

その結果、転入者が転出者を上回る、人口の社会

増も、県内で唯一、12年連続、達成することができ

ました。 

さらに、先月 発表された「 住みたい田舎 ベス

トランキング 」では、人口別ではありますが、６

年連続で、全部門 日本一を、獲得することも、で

きました。 

こうした、移住・定住の取り組みは、先日、全国

放送の情報番組でも１５分間に渡り、紹介されたと

ころであります。 

また、（これまでの８年間）昨年の１２月まで２

千５百人の方が 本市に移住しております。 

現在の本市の人口は、２万１千５百人であります

ので、何もしなければ、人口は、１万９千人台と 
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２万人を大きく割り込んでいたかもしれません。 

そういう意味で、人口増対策は、まったなしの状

況です。 

こうした成果を、さらに一歩先へ進めていくため、

子育て支援のさらなる充実に向けて、「 放課後児童

クラブ 」等の 無料化に加え、大学等へ進学される

お子さんの在学期間中 の 就学支援などを、４月か

ら実施してまいりたいと、考えております。 

また、現在の 物価高対策といたしまして、本市

独自で、第 10 弾 プレミアム商品券 を申込者全員

が購入いただけるよう、追加発行し、総額５億円を

超え、過去最大となり、商店街では、客足の遠のく

冬枯れの時期になる先月の 15 日から販売を させ

ていただきました。 

加えて、子ども１人当たり２万円を支給する「子

育て応援手当」につきまして、県内で 最も早い、

昨年の 12月 25日に、支給を開始するなど、スピー

ド感を持った対応に努めてまいりました。 

また、本日の議題にもありますが、学校の体育館

に空調の整備も進めてまいりたいと考えておりま

す。 

引き続き、移住定住、子育て支援、経済対策など

未来への投資を、積極的に進めてまいります。 

本日は、地域の実情に応じた教育の振興を図るた

めの会議でございますので、皆様から、ご意見をい

ただきながら、未来を担う子ども達の教育に、引き

続き全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。本日は、よろしくお願い申し上げます。 

 

３．教育長あいさつ 

○市総務課長 飯沼 憲一 

つづきまして、河野教育長よりごあいさつを申し

上げます。 

 

○教育長 河野 潔 

みなさん、こんにちは。 

市長におかれましては常日頃からの市の教育情

勢につきまして、多くのご指導ご鞭撻をいただき、

心からお礼申し上げます。 

そして、教育委員の皆様にも同じように色々な立

場でのご意見をいただいて、そして共有化し、具体

的な実践を進めていくといくところでございます。 

本日の総合教育会議の中でももっと色々な課題

につきましても共有できて、そしてそれがさらに解

決できるような有意義な話し合いができたらと考

えます。 

本日は、どうそ、よろしくお願いします。 

 

４．協議・調整事項 

○市総務課長 飯沼 憲一 

それでは、会議は、市長が議長として議事進行を

行うこととなっています。 

佐々木市長、よろしくお願いします。 

 

○（議長）市長 佐々木 敏夫 

それでは、議長を仰せつかりましたので、議事を進

めてまいります。 

 ６つの項目について、協議・調整をお願いします。 

 まず、１番目の「第３期 豊後高田市教育大綱の

策定について」 

事務局から説明をお願いします。 

 

〇教育総務課長 植田 克己 

皆さんこんにちは。教育総務課の植田といいます。

どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、まず、「第３期豊後高田市教育大綱の

策定について」、ご説明をさせていただきます。 

着座にて、説明させていただきたいと思います。 

それでは、お配りの資料の２ページをお開きくださ

い。 

 初めての委員さんもおられると思いますので、こ

の教育大綱の位置づけと趣旨について、若干、ご説

明させていただきます。 

 教育大綱とは、市長が、地域の実情に合わせて定

める、教育・学術・文化振興に関する総合的な基本

方針で、平成２６年の「地方教育行政の組織及び運

営に関する法律」の一部改正に伴い、その第一条の

三において、「地方公共団体の長は、教育基本法第

十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、そ

の地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学

術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を

定めるものとする。」とされており、その計画は総

合教育会議において、協議し、策定するとされてお

ります。 
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 本市においては、第１期の大綱を平成２８年度か

ら令和２年度までの５カ年間、第２期の大綱を令和

３年度から令和７年度までの５カ年間を計画期間

として策定をしております。 

今回、第２期計画の期間が終了することから、第

３期計画を令和１２年度までの５カ年間を計画期

間として定め、この総合教育会議でご協議いただき

たいと思っております。 

次に基本理念についてですが、市が目指す将来像

を描いた長期的なまちづくりの全体計画である、第

３次豊後高田市総合計画の基本的な考えと整合性

を持たせ、「地域の活力は「人」～このまちに確か

な未来を～」を大綱の基本理念に据え、推進してま

いりたいと考えております。 

次に、基本方針についてですが、第２期計画では

６項目とさせていただいておりましたが、令和 7年

度に改定された、総合計画との整合性を図り、５項

目に変更させていただいております。 

まず第１が、「子どもたちの力と意欲の向上に向

けた組織的取組の推進」です。タイトルは総合計画

と合わせ、内容につきましては、「教育のまち豊後

高田」として、すべての子どもたちの可能性を引き

出す、個別最適な学びと協働的な学びの一体化によ

る「令和の日本型教育」の充実、「学びの２１世紀

塾」の深化を通して、「夢を描き、実現できる子ど

もの育成」を図ってまいります。 

第２に、「教育ＤＸ」の推進です。第２期計画で

は「Society5.0の社会を生き抜く力の育成」として

おりましたが、総合計画と合わせ、すべての土台と

なる学校ＩＣＴ環境の整備、ＧＩＧＡスクール構想

の更なる推進を図り、先端技術を用いた教育ビック

データを収集・蓄積、分析することで、児童・生徒

一人ひとりに合わせた個別最適な学びを実現しま

す。 

授業準備や成績処理簿等の効率化を図り、働き方改

革にもつなげるとともに、ＩＣＴを適切・安全に使

いこなすことができるように、情報活用能力を育成

していくことにも、重点的に取り組んでいきます。 

第 3に「地域を担う人づくりと活力ある地域づくり

の推進」です。これまでは、「地域力を活かした安

心安全な学校づくりの推進」としておりましたが、

これも、総合計画と整合性を図り、タイトルの修正

をしております。 

幼稚園、小・中学校を通じた読解力、対話力、英

語力の継続的な向上、郷土への深い理解を図る学習

に取り組みます。そして、各教科の学びを基盤とし

つつ、様々な情報を活用しながら、それを統合し、

課題の発見解決や社会的な価値の創造に結び付け

ていく、ＳＴＥＡＭ教育を推進します。 

また、学校運営協議会の活動を深化・充実させる

ことにより、地域協育力を向上させるとともに、地

域と共にある学校・園づくりを推進します。 

第４に「生涯を通じた学びの支援とスポーツの推

進」については、第 2 期計画では、「生涯を通じた

学びの支援」「芸術文化活動の推進」「生涯スポーツ

社会の実現」など細かく分かれておりましたものを、

総合計画の体系と合わせ、一本化しております。 

基本的には、子どもから大人・高齢者まで、ライフ

ステージに応じて、いきいきと暮らせる社会を構築

するため、図書館や公民館などの社会教育施設を活

用した、人権教育や芸術文化活動など、学びの場を

提供していきます。 

また、スポーツにおいても、誰もがスポーツを楽

しめるよう、環境整備によるスポーツの推進と競技

力向上を目指して推進していきます。 

最後に、「文化遺産の継承と文化財等を活用した

新たな魅力づくりの推進」です。第 2 期計画では

「文化遺産の継承」のみとしておりましたが、本市

では千年の歴史が今に息づく多くの文化遺産や、地

域が長きにわたり伝えてきた伝統行事など、多様な

民俗文化財を有しております。これらを保護・継承

していくことはもとより、本市を代表する観光スポ

ットとなっておりますことから、観光分野等との連

携を強化し、誘客促進を図るとともに、新たな地域

の魅力を発信していきます。 

以上、教育大綱の説明を終わります。ご協議をよ

ろしくお願いいたします。 

 

〇市長 佐々木 敏夫 

 ただいま、事務局から説明をいただきましたが、 

皆様方から、ご意見等を賜りたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

〇委員 山尾 華織 
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 学びの２１世紀塾についてです。現在２週間に１

回、土曜日に開講していると思うのですが、先ほど、

さらに深化するとおっしゃっていましたが、これか

らどんなことに取り組んでいく予定でしょうか。 

具体的なことが決まっているのでしょうか。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

 そうですね。 

学びの２１世紀塾とは、歴史の長い事業となって

おりまして、随時、見直し等は行っておる状況であ

ります。その中で子どもたちの実態に即した講座を

行うことが大切だと考えております。 

今後、子どもたちに必要なこと、もちろん今、現

在行っていることも大切なのですが、子どもたちの

将来等を見据え、それが今の時代に応じたものを考

慮している最中でございます。 

 具体的に申しますと、英語力というのは大きな課

題になっております。英語の充実は考えております。 

以上でございます。 

 

〇市長 佐々木 敏夫 

他にないですか。 

それでは、次に、２番目の「次期学習指導要領に

ついて」、事務局から、説明をお願いします。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

 それでは、改めましてこんにちは。 

学校教育課の上家です。私の方から説明をさせて

いただきます。座って説明を申し上げます。 

次期学習指導要領について説明させていただき

ます。 

資料の５ページをお開きください。次期学習指導

要領改訂の大きな方向性にについて記載しており

ます。 

まず、学習指導要領について説明させていただき

ます。 

学習指導要領とは、全国どこの学校でも一定の水

準が保てるよう、文部科学省が定めている教育課程

の基準であります。およそ１０年に１度、改訂して

います。 

構成につきましては、教育課程全般にわたる配慮

事項や授業時数の取扱いなどを「総則」で定めると

ともに、各教科等のそれぞれについて、目標、内容、

内容の取扱いを大まかに規定しています。 

学校は、社会と切り離された存在ではなく、社会

の中にあります。グローバル化や急速な情報化、技

術革新など、社会の変化を見据えて、子どもたちが

これから生きていくために必要な資質や能力につ

いて随時、見直しを行っています。 

現行の指導要領は 2020 年度から小学校で導入さ

れましたが、現在、次の世代の教育の方向性につい

て、議論が本格化しています。 

その中間報告がでていますので、本日はその説明

をさせていただきます。 

資料の５ページにつきましては、次期学習指導要

領の基盤となる考え方を記載しています。 

大きく３つの方向性がありますので、一つずつ説

明させていただきます。 

１つ目は、「主体的・対話的で深い学びの実装」

です。 

生徒が興味を持って自律的に学び（主体）、他者

と協働して考えを広げ（対話）、知識の関連付けや

活用を通じて真の理解に到達する（深い）授業改善

のことです。従来の「知識詰め込み型」から、何を

学ぶかだけでなく「どのように学ぶか」を重視する

形へ、単元全体を通した授業構成の転換を図るもの

です。 

２つ目は、「多様性の包摂」です。 

障害の有無、国籍、家庭環境、学習の特性などに

関わらず、すべてのこどもたちが地域の小中学校な

どで共に学び、個々の能力を発揮できる「インクル

ーシブ教育システム」の構築を目指す理念です。単

なる受け入れにとどまらず、教育環境を工夫し、一

人ひとりの背景を尊重する姿勢を重視します。 

３つ目は、「実現可能性の確保」です。 

現場の教師の裁量拡大やデジタル環境の整備

（ICT活用）、人的支援の充実を目指し、一斉授業と

個別学習の融合、教師の業務負担軽減を推進し、現

場が着実に実行できる体制づくりを強化します。 

この３つの方向性を三位一体で具現化すること

で、多様な子どもたちの「深い学び」を確かなもの

にし、障害にわたって主体的に学び続け、多様な他

者と協働しながら自らの人生をかじとりすること

ができる民主的で持続可能な社会の造り手をみん
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なで育成するということが基盤となる考えとなり

ます。 

今後につきましては、国の動向を注視しながら、

本格実施に向けた教職員研修や基盤整備、本格実施

をサキドリした国の（「裁量的な時間」をはじめ柔

軟な教育課程における）検証事業の実施等進めてい

きいきたいと考えています。 

 

〇市長 佐々木 敏夫 

ただいまの事務局から説明について、ご意見、ご

質問は、ございませんでしょうか？ 

 

〇委員 護城 和代 

多様な子どもたちが増えてきているなと実感し

ております。やはり、大人が子どもをみて「この子

大変だな。」思うかもしれませんが、困っているの

は、やはり子どもが一番困っているのでその子ども

達がこれから社会にどう適応していくか生きる力

を与えていけるとよいなと思います。 

今のお話を聞いて先生を含め、社会全体で協力し

て子どもたちを支えられればよいなと思いました。 

以上です。 

 

○学校教育課長 上家 誠夫 

ありがとうございます。 

その部分を肝に銘じ、しっかりと頑張っていきた

いと思います。 

 

〇委員 松成 康男 

これは、国が定めている途中なのですか？ 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

はい。中間報告になります。 

 

〇委員 松成 康男 

だから、分かりづらいところがあるかなと思う 

国が捉えている民主的で持続可能な社会とは、ど

んな社会なのかなと思いました。 

そういったこともまた、確定したら、改めてお聞

きしたいと思います。 

また、質問になるのですが、策定中のところに

我々地方の意見をあげるというか反映することは

できるのでしょうか。 

各地方で意見や課題等があると思うのですがそ

れらを意見として集約するような機会があるので

しょうか。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

 各都道府県は、もちろんのこと各市町村等の現状

を踏まえ、国の方で協議しております。 

きちんと意見を吸い上げるところがあります。 

 

〇委員 松成 康男 

 今、中間報告なので、これが何年か後に指導要領

になるのですよね。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

はい。２０３０年です。 

 

〇委員 松成 康男 

 ２０３０年からの指導要領になるのですね。２０

３０年からの指導要領に則った教育を推進してい

くという形でよろしいですね。 

今、現在の指導要領と一番大きく違うところはどん

なことですか。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

ある程度、学校に裁量が与えられるということが

一番大きなところかなと思います。 

どの学校も同じカリキュラムではなくて、学校長

に権限がある。裁量権がでてくるということがあげ

られます。 

 

○教育長 河野 潔 

社会の変化に応じて概ね１０年に変更というこ

とでございまして、やはり、社会情勢を踏まえた大

きな変化とういうことが基盤にあります。この動き

は５年前から地域や色々なところから意見等が上

がっていて、文科省や地方の教育審議会に諮問して

おり、そことの最終的な詰めが行われると聞いてお

ります。その中で教師は労働者なのか、それとも聖

職者なのかという論議で論争されていたのですが、

今回は高度専門職という位置づけされたというよ

うな中間報告も聞いているところでございます。 
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市長もよく言われるように教員の働き方というの

は大変で早く見直しをと言われていましたが、こう

いった形で実現していくと言われています。 

 

〇委員 松成 康男 

この指導要領は、教育の上で基本的なことで、と

ても重要なものだと思います。スパンが１０年とい

うのが少し長いかなと感じます。 

今の時代に１０年に一度でいいのかなという印

象を受けました。また、自分も勉強したいなと思い

ました。 

ありがとうございました。 

 

〇市長 佐々木 敏夫 

そのほか、ご意見はありませんか。 

なければ、次に移りますが、よろしいでしょう

か？ 

次に、３番目の「給特法の改正に伴う学校におけ

る働き方改革の推進について」事務局から、説明を

お願いします。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

それでは、給特法の改正に伴う学校における働き

方改革の推進について説明させていただきます。資

料につきましては７ページからになります。 

給特法の正式名称:は「公立の義務教育諸学校等

の教育職員の給与等に関する特別措置法」であり、

公立学校の教員に原則として残業代や休日手当を

支給しない代わりに、給与の 4%を「教職調整額」

として支給する法律であります。 

７ページには一部改正の概要を記載しています。

８ページにはリーフレットを記載しています。 

「教育は人なり」と言われるように、学校教育の

成否は教師にかかっており、教職の魅力を向上させ、

教師に優れた人材を確保することが不可欠です。 

学校が対応する課題が複雑化・困難化する中で、

教師が日々活き活きと子供たちに向き合い、子供た

ちによりよい教育を実現できるよう、教師を取り巻

く環境整備として、国は 

①学校における働き方改革の更なる加速化 

②学校の指導・運営体制の充実 

③高度専門職である教師の職務の重要性にふさわ

しい処遇改善を総合的に進める必要があると考え

ています。 

このため、本法律においては、 

①学校における働き方改革の一層の推進 

②組織的な学校運営及び指導の促進 

③教員の処遇の改善 

の措置を一体的に講ずることとしています。 

まず①学校における働き方改革の一層の推進につ

いてですが、９ページをご覧ください。 

教員の働き方改革は、長時間労働是正のため、時

間外勤務を「月 45 時間・年 360 時間」以内とする

指針に基づき推進されています。また、国は 2029

年度までに平均時間外在校等時間を 30 時間程度へ

削減する目標を掲げています。 

今回の改定で、教育委員会は、文部科学大臣が定

める指針に基づき、教員の業務量を適切に管理し、

健康を確保するための「業務量管理・健康確保措置

実施計画」を策定することが義務付けられました。 

この計画には、達成すべき目標や具体的な措置の

内容を盛り込み、策定・変更時には遅滞なく公表し、

総合教育会議へ報告するようにもなっています。 

また、毎年度の実施状況も公表・報告もいたしま

す。 

学校につきましても、学校評価の結果に基づき運

営改善を図る際、本計画に適合するように措置を講

じなければならないと定められました。 

本計画につきましては、今後首長部局と連携しな

がら計画案を作成し、皆様方にお示しさせていただ

きたいと思います。 

②組織的な学校運営及び指導の促進について説

明いたします。 

これから、もっと教育活動が多様化・複雑化する

中で、一人の教員が抱え込むのではなく、組織とし

て学校を運営する体制が今以上に求められていま

す。 

その鍵として新設されるのが「主務教諭」という

職です。 

主務教諭は、児童生徒の教育に従事しつつ、教諭

やその他の職員間における総合的な調整を担いま

す。広い視野で学校全体の調整を担う役割が期待さ

れています。 

大分県につきましては、令和８年度の配置はあり
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ません。今後令和９年度以降に向けて具体的な協議

を行っていくようになっています。 

③教員の処遇の改善について説明いたします。 

現行の給特法では、教員には時間外勤務手当（残

業代）を支給しない代わりに、給料月額の 4％を一

律で支給する「教職調整額」という制度が採られて

います。 

今回の改正により、この基準が 4％から 10％へ

と段階的に引き上げられることになりました。 

この引き上げは、令和 8 年（2026 年）1 月 1 日か

ら開始され、混乱を避けるため毎年 1%ずつ段階的

に実施される予定です。 

資料の１１・１２ページは本市の働き方改革の現

在の状況等を記載しています。 

例①教職員出退勤管理システムによる適正な勤務

時間管理についてです。 

本市の現状校務支援システムで勤務時間を管理

しています。 

平均時間外在校等時間につきましては、年度初め

の４月が最も多く、小中ともに３０時間を超えてい

ます。 

４５時間以上の勤務については、４月が最も多い

人数となっており、職種別では教頭職の割合が多く

なっています。 

例②は専門スタッフの配置についてです。現在９

０名の専門スタッフを本市は配置しています。 

職種については記載のとおりとなっています。 

様々な専門スタッフを必要に応じ配置し、一人ひ

とりの教育的ニーズに対応できる環境の構築に努

めています。 

例③は勤務時間外の電話対応の見直しです。 

５年前より全学校において１８時以降は音声に

よる電話対応になっています。 

また電話機によりますが、設定できる学校につい

ては迷惑電話対応の音声発信を設定しています。 

例④は学校閉庁日の設定です。 

教職員の休暇取得推進のため、現在お盆の３日間

を学校閉庁日に設定しています 

例⑤は学校行事の精選です。必要に応じて校長会

等と協議しながら行事等の精選に努めています。 

例⑥は中学校の部活動の在り方の見直しです。 

この後の協議事項（４）で説明させていただきま

す。 

まだまだ時間外勤務等課題はありますが、今後も

「業務量管理・健康確保措置計画」を軸に、特法の

改正に伴う学校における働き方改革の推進に努め

てまいります。 

 

〇市長 佐々木 敏夫 

ただいまの事務局から説明について、 

ご意見、ご質問は、ございませんでしょうか？ 

 

〇委員 松成 康男 

 非常に重要な案件だと認識しております。 

 教職員と言いますか、先生方の働き方について環

境が整っていないと成り手が少ない。子ども達のた

めに何とかしたいというところではあるのですが、

あの働き方改革といって、先生たちの働く時間をど

んどん少なくしていくと、どこかにしわ寄せがでて

ないのかなと心配するのですが、その辺はいかがで

しょうか。 

 

〇学校教育課 上家 誠夫 

１つの見取りとして時間で管理しているんです

けど、ただやみくもに時間を削減しているというわ

けではありません。その中身をどのように削減、精

選していくところで、例えば、例の②のように専門

スタッフを配置するとか、学校行事等を精選、削減

していくとかその１つ１つをしっかりと行ってい

くことをこれからも頑張っていきたいと思ってお

ります。 

 

〇委員 松成 康男 

「今のところ、しわ寄せ等はない。」の認識でよ

ろしいでしょうか。具体的にここは少し厳しい等は

ないでよろしいでしょうか。 

 

〇学校教育課 上家 誠夫 

はい。 

 

〇委員 松成 康男 

実は、我々でもそうなのですが、働き方改革と職

場で言われるのですが、結局、自分たちの方にしわ

寄せが来るといいますか、どこかでその分を賄わな
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くてはいけなくなり、そうすれば人を入れたらいい

のかという話なのですが、そしたら人手不足という

こともありますし、そこを危惧するところがありま

す。 

でも、学校現場はそういったことがなければ特段

問題はないのですが、ただ、質の担保はしっかりと

しながら努めていただいたらと思います。 

 

〇学校教育課 上家 誠夫 

 やはり、学力をしっかりとあげていくように授業

の準備等しっかりしていかなくてはいけない。日々

起る生徒指導問題もありますし、そこに子どもの聞

き取りだったり、解決支援もありますし、保護者へ

の連絡等もあります。 

まあ、そういったところも、長時間勤務になって

いる要因でもあります。 

そういったことが起こった場合どうするかの体制

づくりを学校に任せるだけではなくて、教育委員会

もしっかりと学校と協議しながらまとめていきた

いと思っています。 

 

〇委員 松成 康男 

そういった問題はないがしろにはできないです

し、かといってそこにばかり時間をかけるのもよろ

しくないですし、難しいとは思いますが、よろしく

お願いします。 

 

〇委員 護城 和代 

教職員の働き方改革や処遇改善、とても必要なこ

とだと思いますが、先ほど、松成さんがおっしゃっ

たように教育力の低下につながると非常に残念だ

と思います。また、質問なのですが、例①の教職員

出退勤管理の部分で中学校の１月～３月までの 45

超時間は、全て０人なのですが中学校は高校受験と

かで忙しい先生方が多いと思っていたのですが、１

人もいなかったのでしょうか。 

時間ばかりにとらわれすぎて 45 時間にならない

ようにならないようにと力を入っているように思

えました。これが本当に正しければ問題ないのです

が、少し不思議に思えたので聞いてみました。 

夏休みは０人なのは分かるのですが。１～３月は、

うちの保育園も忙しい時期なので。 

 

〇学校教育課 上家 誠夫 

この時間に関しては、１つはホーム支援システム

で管理しているのですが、これは実際、学校から上

がってきた時間になり、信頼性のある数字でありま

す。年度末確かに忙しいと予想されるかもしれませ

んが、時間外が減っている要因と致しましては、お

そらく、４月というのは職員が入れ替わったり、新

しい職員も入ってきますので、中々うまく業務が計

画的に進まない、その中で１月・２月・３月は年度

の終盤ですのである程度どういう風に行っていく

かの計画も持てて仕事がスムーズというのは１つ

特徴があります。そこで、時間が削減している可能

性もあります。 

 

〇委員 護城 和代 

効率がよくなったということですね。すばらしい。 

分かりました。 

 

〇委員 山尾 華織 

 学校の先生は、子どもたちをみるという立場では、

大変なところもたくさんあると思いますので給与

の処遇改善されるというのは、本当によいことだと

思います。しかし、先生たちそれぞれ指導の仕方等

もバラバラで全然違ったりします。専門職であり、

指導の技術も質も同じように基本備わっておりま

すが、やはり、均一ではないように見受けられます。

統一するための先生方の試験等は、ないのでしょう

か。 

 

〇学校教育課 上家 誠夫 

試験という制度はないですがただ、先生たちの力

量とはそれぞれ違います。経験年数の短い教員もい

れば勤務年数が長いベテランの教員や生徒指導に

長けた方や、不安を感じている方もいらっしゃいま

すので、自主的に参加できる市独自で研修スタイル

も１つ作成しております。オンライン研修でありま

すけれど。幅広くはないのですが、先生方のニーズ

に応じた研修を年５～６回開催しております。 

若い先生方の参加が多いです。 

 

〇市長 佐々木 敏夫 
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そのほか、ご意見はありませんか。 

なければ、次に移りますが、よろしいでしょう

か？ 

次に、４番目の「中学校における部活動の地域展

開について」事務局から、説明をお願いします。 

 

〇学校教育課 上家 誠夫 

それでは、中学校における部活動の地域展開につ

いて説明させていただきます。資料につきましては

７ページからになります。 

現状とこれまでの取り組みについて説明させて

いただきます。 

１３ページをご覧になってください。 

豊後高田市においては、国の方向性と豊後高田市

の現状を踏まえ、一人ひとりのニーズに応じたスポ

ーツ・文化芸術環境を整えるため、令和４年度に部

活動検討委員会を立ち上げ、部活動の地域展開の実

現について今日まで協議を進めています。 

資料の１３ページは国の背景・目標について記載

しています。 

文部科学省は、これまで令和５年度から令和７年

度までを「改革推進期間」とし、部活動改革の取組

を進めてきましたが、地域クラブ活動の理念をより

的確に表すため、従来使ってきた「地域移行」とい

う名称を「地域展開」に変更すること、また、着手

期間を６年間延長し、令和１３年度までを「改革実

行期間」とすることなどの変更を行いました。 

１４ページからは本市の目標・今年度の現状につ

いて記載しています。 

本市の目標につきましては、国の変更に伴い、 

令和８年度～令和１０年度の前期期間で全部活

動の休日の地域クラブ化、中間評価を経て、令和１

１年度～令和１３年度で全部活動の平日、休日の地

域クラブ化を目指していくよう再設定いたしまし

た。 

今年度の地域展開の現状ですが、スポーツクラブ

につきましては、引き続き「豊後高田カヌークラブ」

を検証モデルとし、さらに「豊後高田柔道クラブ」

と「豊後高田女子ソフトテニスクラブ」の２つのク

ラブを新たな休日の地域クラブとして検証してい

きます。 

文化芸術クラブにつきましても、今年度新たに

「そば打ちクラブ」「茶道クラブ」「ブレイクダンス

クラブ」を休日の地域クラブとして検証を行ってい

きます。 

また、適切な運営及び全体の連携・調整役として

地域展開に係る総括コーディネーターを１名配置

し、計画的に検証及び準備を進めていきます。 

部活動検討委員会につきましては、定期的に開催

し、地域展開に係るさまざまな諸課題の共有及び解

決に向けて協議を行っていきます。 

部活動指導員・地域クラブ指導者、外部指導者の

現状につきましては、今年度は４３名となり昨年度

より７名増員することができています。 

また今年度は指導者確保のため、教職員への意識

調査、人材バンク登録説明を行いました。引き続き

今後も、生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に

親しむ機会の確保及び充実した活動の実現のため

に、地域全体で関係者が連携して支えていくことが

できる持続可能な体制づくりの構築に努めること

で、教職員の働き方改革にもつなげていきたいと考

えています。 

１７ ページが部活動・地域クラブ一覧  

１８ページ部活動指導員・地域クラブの指導者の

一覧を掲載しております。 

以上であります。 

 

〇市長 佐々木 敏夫  

ありがとうございます。 

ただいまの事務局から説明について、 

ご意見、ご質問は、ございませんでしょうか？ 

 

〇委員 松成 康男 

把握されていたらで結構なのですが、自分のイメ

ージというか記憶でいったら、学校の放課後のクラ

ブ活動とかではないのですが、文化部みたいなもの

で、中学校の時、『郷土史研究クラブ』があって、

そこで先生と一緒に国東塔を見に行ったり、地元の

継承されている伝統的なものを学んだりとかして

ものすごく心に残ってそれでちょっと地元愛が深

まることもあったりしたのですけど、今現在、そう

いった学校の取り組みやクラブがあったりします

か。 
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〇学校教育課 上家 誠夫 

『郷土史研究クラブ』ですか？そういったものは

ないのですが、郷土を学ぶといったところで総合的

な学習の時間が各クラスが取り入れてまして、そこ

で地域を探求するといった授業もありますので、も

しかしたらそこで子どもたち、地域のことについて

学んでいる可能性があります。 

そこで、発展して子どもたちがこういう部活動が

欲しいというような声がありましたら、学校の方は

可能な限り、答えていくというようなしくみがあり

ます。 

 

〇委員 松成 康男 

郷土史を研究したり、地元の歴史の造詣が深い人

が指導にたって、地元の色々なことを教える等、早

くしないと私とかも年齢ですし、タイムリミットも

あると思いますし、地元の用事ごともどんどん無く

なってきている。昔からの地元の行事が継承されな

くなってきていると思いますし、豊後高田市教育大

綱の５番目の文化遺産の継承等に関係してくると

思いますし、それでは意見として言わせてもらいま

すけど、ぜひ、郷土の継承に力を入れてほしいので

すが。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

 ぜひ、検討させていただきたいと思います。 

 

〇委員 山尾 華織 

地域クラブ活動の登録は、今どのような状況でし

ょうか。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

現在のところ地域クラブ指導者におきましては、

豊後高田市教育委員会で辞令をだして、任命してお

ります。18ページに指導者一覧があります。 

 

〇委員 山尾 華織 

教職員の方も地域クラブ指導者として登録して、

休日も指導したり、するのでしょうか。先ほど、働

き方改革で、休日出勤等の時間についておっしゃっ

ていたので矛盾しているのではと思うのですが。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

地域クラブ指導者は、こちらから依頼しているわ

けではなく、やりたいと言った方を対象としていま

す。教職員という枠組みをとって、地域の方、一般

の指導者という考えです。 

 

〇委員 山尾 華織 

教職員の働いている時間にプラスされないとい

うことですね。分かりました。 

 

〇教育長 河野 潔 

地域クラブ指導者の教職員は、有償のボランティ

アになります。 

ですから、自ら指導したいという教職員の方は、 

兼職兼業届を提出していただき、国の補助金等を

活用し、報酬を差し上げています。 

先ほどの働き方改革の時間外勤務手当とは、別と

なっています。 

 

〇委員 松成 康男 

17 ページに中学校部活動・地域クラブ一覧とあ

るのですが、「拠点校型」と「地域クラブ」とは何

ですか。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

「高田」と書いているのは、高田中学校 1校のみ

で行われている部活動で「拠点校型」とは豊後高田

市内どこの中学校に在住していても入れる部活動

であり、「地域クラブ」は、拠点校型部活動と同じ

概要になります。 

 

〇委員 松成 康男 

拠点校型とか地域クラブとかをどんどん内容を

増やして、子どもたちが参加できるしくみは、とて

も良いと思います。こういうのがどんどん、発展す

れば、子どもたちは学べる機会が増えますし、友達

も色々できるので、またそこで才能が伸ばしていけ

ると思うのでこういうことをしっかりとやってい

ってほしいと思います。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

まずは、拠点校型部活動を作っていきながら、地
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域クラブに運営を変えていけたらいいなと考えて

います。 

 

〇市長 佐々木 敏夫 

そのほか、ご意見はありませんか。 

なければ、次に移りますが、よろしいでしょう

か？ 

 次に、５番目の「 教育ＤＸ(ディーエックス)の

推進について」 

事務局から、説明をお願いします。 

 

〇学校教育課課長 上家 誠夫 

 それでは、教育 DX について説明させていただき

ます。資料につきましては２０ページからになりま

す。  

教育 DX とは、教育分野における Digital 

Transformation（デジタルトランスフォーメーショ

ン）のことで、データやデジタル技術を活用して、

学校教育をより良く変革することを意味します。 

文部科学省では、情報化が加速的に進む

Society5.0 時代に向けて、情報活用能力など学習

の基盤となる資質・能力を育む必要があることから、

教育 DXを推進しています。 

現在は、教育 DXの一環でもある GIGAスクール構

想の実現に向けた ICT環境整備によって、クラウド

サービスや 1 人 1 台端末といった新しい学習環境

の利活用の段階から、次のステップ、児童生徒自身

が ICTを「文房具」として、教員自身が ICTを「教

具」として、自由な発想で活用できるような環境を

整え、学校教育活動の中で使いこなしていく段階と

なっています。 

２０・２１ページは今年度の活用の方向性につい

てです。 

本市に於きましても、教育 DX の推進につきまし

ては指導指針にも位置づけ、教職員の働き方改革は

もちろんのこと、基本の柱を３つ設定し取組の充実

を目指しています。 

１つ目の柱は 

◆個別最適な学びと協働的な学びの一体化を図る

１人１台端末の効果的な活用・日常化の推進 

２つ目の柱は 

◆遠隔･オンライン授業やＡＩドリル等の活用充実

と情報モラルやデジタル・シティズンシップの涵養 

３つ目の柱は 

◆１人１台端末を活用した「毎日の記録」導入によ

る児童生徒の不安や困りの早期認知・早期対応 

です。 

その柱を踏まえて今年度の重点目標として 

１ 学習コンテンツの基本操作・活用 

２ 毎日の持ち帰り及びＩＣＴを活用した家庭学

習 

３ 校務支援システム入力の日常化  

  児童生徒の欠席・成績 

を設定し取組を進めています。 

まず、１ 学習コンテンツの基本操作・活用につ

きましては全体像から説明させていただきます。資

料の２２ページをご覧ください。 

本市の ICT を活用した学習のイメージになりま

す。 

本市では様々な学習ソフトやシステムを活用し

ながら、子どもたちの学力向上に努めています。 

いくつか紹介させていただきます。 

まずは AIドリル「ミライシード」についてです。 

AI搭載のデジタルドリルで、基礎学力の定着から、

思考力・判断力・表現力の育成までをご支援。子ど

もの理解度に応じて個別最適化した問題を出題す

ることで、一人ひとりの「できた」を引き出し、積

極的な学習を促します。 

問題数は常に追加を行い、2025 年度中には約

100,000問に到達予定です。教科書単元ごとの基礎

問題だけではなく、入試問題や暗記問題など、様々

な問題をご用意。豊富な問題数で子どもの知識定着

を促します。 

次は「まるぐランド」です。 

「まるぐランド」は、読み書き・認知特性の基礎ス

キルを測り、児童一人ひとりの特性に合わせた「学

び方」を提供することで、児童の学習意欲の向上・

自己肯定感の向上・読み書きスキルの向上を行う学

習ソフトになります。 

現在小学校１年生から３年生に導入しています。 

現実的な課題として、児童一人ひとりの特性に係

る教育的ニーズの多様化・増加、そこからくる合理

的配慮や個別最適な学びについて、教師の力だけで

は把握・指導・支援することは難しくなってきてい
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ます。 

そこでこの「まるぐランド」を活用し、個々の特

性にあわせた最適な学習につなげていきます。 

次は、MEXCBT（メクビット）です。MEXCBT（メク

ビット）は、文部科学省が開発した公的 CBT

（Computer Based Testing）プラットフォームです。 

児童生徒が 1人 1台の端末を使い、オンライン上

で約 4 万問（2024 年 8 月時点）の問題演習や学力

調査を受けられるシステムで、即時採点や学習履歴

の保存が可能です。 

今年度、全国学力・学習定着状況調査では、中学

校の理科。児童生徒質問調査をこの MEXCBT（メクビ

ット）で実施しています。 

最後はデジタル教科書です。 

資料の２３ページになります。 

学習者用では、小学校の５・６年には算数・英語、

中学校の全学年には数学・英語を導入しています。 

指導者用につきましては全教科の導入はしていま

せんが多くの教科で導入しています。 

デジタル教科書には、従来の紙の教科書では難し

かった「個々の状況に合わせた学び」や「双方向の

学習」を可能にする多くのメリットがあります。 

1. 学習効果と利便性の向上 

理解の深化: 音声の読み上げや、動画・アニメーシ

ョンによる視覚的な解説により、内容がより直感的

に理解しやすくなります。 

試行錯誤の容易さ: 何度でも書き込みや消去が

できるため、算数の図形問題や自由なメモ書きなど

で、間違いを恐れず試行錯誤に時間を割けます。 

持ち運びの負担軽減: 複数の教科書や資料が 1 台

の端末に集約されるため、通学時の荷物が軽くなり、

場所を問わず学習可能です。  

2. 個別最適な学びと特別な配慮 

アクセシビリティ: 視覚障害や読みの困難がある

児童生徒に対し、文字の拡大、背景色の変更、漢字

へのルビ振り、機械音声読み上げなどの支援機能が

有効です。 

自分のペースで学習: 英語のリスニングなどを

自分のタイミングで繰り返したり、デジタルドリル

で自分の苦手な分野を重点的に学習したりするこ

とができます。  

3. 共同学習と授業の効率化 

意見の瞬時共有: 自分の考えを書き込んだ画面を

クラス全体で共有したり、友達の回答にアドバイス

を送ったりと、活発な意見交換が容易になります。 

教員の負担軽減: デジタル上での自動採点や学習

状況の可視化により、教員が個別のフォローアップ

に充てる時間を増やせます。  

文部科学省も 実証研究事業 を通じて、2024 年

度から英語などでの本格導入を進めています 

以上でございます 

 

〇市長 佐々木 敏夫 

ただいまの事務局から説明について、 

ご意見、ご質問は、ございませんでしょうか？ 

 

〇委員 護城 和代 

毎日の記録でもし、生徒が支援が必要だと言った

ときは、先生から生徒に連絡がいくようになってい

るのでしょうか。 

先生１人に伝わるのではなく、学校全体の問題と

してチームとして対応しているのでしょうか。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

教職員全員内容が伝わるようになっていますの

で、どういう風に対応するか教職員で話し合って対

応しております。 

 

〇委員 護城 和代 

先生 1人が対応するというわけではなく．．． 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

そうですね。先生 1人で抱え込まないようにする

ことが大切ですので教職員で共有するようにして

います。 

 

〇委員 護城 和代 

ありがとうございます。 

 

〇委員 松成 康男 

今、デジタル化が進んでいってデジタル教科書が

入ってくるのは「これはしょうがない」とは思うの

ですが、「ミライシード」「ドリルパーク」「オクリ

ンクプラス」をみてみたら、全て、「ベネッセ」で
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すよね。別に１社であっても中身が教科書に沿って

いるのであればよろしいのでしょうか。例えば、競

争等はなくベネッセ１社しか教科書がないと考え

てよいのでしょうか。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

これについては、様々な業者が存在し、５年を目

途に変更すると考えております。 

 

〇委員 松成 康男 

それでは、他の業者も選択肢としてあるというこ

とですね。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

あります。 

金額面もそうですし、効果面もありますし、そこ

は、しっかりと検証して参りたいと思っております。 

 

〇委員 松成 康男 

ベネッセの教科書に豊後高田市の今現在の内容

に沿うものがあったということですね。ベネッセの

考え方に流れが行ってしまうとういうわけではな

いですよね。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

もちろん、そういうわけではございません。 

 

〇委員 山尾 華織 

現在、教科書とｉＰａｄで授業が進んでいると思

うのですが、ゆくゆくは、紙の教科書がなくなりｉ

Ｐａｄ１台のみになるのでしょうか。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

そこは、今、文科省が検討中ということになって

います。完全、デジタル化するのは、ちょっと難し

いかなと、やはり、紙で教える方が有効的な部分も

ありますし、もしかしたら、英語から先にデジタル

化して、そこから徐々に検討していくかもしれませ

ん。 

 

〇委員 山尾 華織 

１年生とかのランドセルは、教科書とか結構重た

くて、さらにｉＰａｄも重たいので、また、ｉＰａ

ｄもとても貴重なものですので、落としたら怖いと

いいますか。安いものでありませんので。もし、壊

れたらどうするのかなと思うのですが。 

 

〇学校教育課長 上家 誠夫 

壊れたときは、授業に支障がないように交換でき

る仕組みをつくっております。 

 

〇委員 山尾 華織 

ｉＰａｄって、文字の書き順まで指導してくれる

んですよ。書き順が違うとバツとかになってしまう

のですが、どうしても私も宿題とかは、家事等があ

るので、「ながら見」をしてしまうのですが、そこ

は、ｉＰａｄが書き順を子どもに教えてくれるのは

ありがたいなぁって思います。 

 

〇市長 佐々木 敏夫 

そのほか、ご意見はありませんか。 

なければ、次に移りますが、よろしいでしょう

か？ 

 次に、６番目の「 体育館空調設備整備計画につ

いて」事務局から、説明をお願いします。 

 

〇教育総務課長 植田 克己 

それでは、次に、「体育館空調設備整備計画につ

いて」をご説明いたします。資料の２５Ｐをご覧く

ださい。 

 皆さんご承知のとおり、夏場の暑さ対策は喫緊の

課題となっております。 

 全国的にも、子どもたちの学習・生活の場であり、

災害時には避難所として活用される学校体育館へ

の空調設備設置が求められております。 

 本市においても、計画的に進めることといたして

おります。 

 表をご覧いただきたいのですが、本年度、高田小

学校・高田中学校に設置するための設計委託を実施

しております。今月中旬には、設計が完了する予定

となっております。 

 設置工事につきましては、当初予算の議会での承

認及び補助金の決定が前提ではありますが、決定後、

速やかに工事に着手したいと考えております。 
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 また、その後の設置計画につきましても、順次実

施してまいりたいと考えております。 

 

〇委員 桑原 猛 

これは、今のところ、高田中学校、高田小学校だ

けなのでしょうか。 

その他の学校も順次、設置していく予定なのです

か？ 

 

〇教育総務課長 植田 克己 

他の学校への設置については、都度協議の上、避

難所要件や規模、地域性なども考慮しながら、設置

個所を決定してまいりたいと考えております。 

 

〇市長 佐々木 敏夫 

ただいまの事務局から説明について、 

ご意見、ご質問は、ございませんでしょうか？ 

 

〇市長 佐々木 敏夫 

そのほか、ご意見はありませんか。 

なければ、次に移りますが、よろしいでしょう

か？ 

それでは、協議・調整事項については、これで終

わります。 

 皆様からの貴重なご意見、誠にありがとうござい

ました。 

次に５点目の意見交換でございますが、 

 皆さまから、ご意見等ございましたら、発言をお

願いします。 

 

〇委員 桑原 猛 

意見といいますか。これは、お願いになるのです

が、「食育」という観点で、子どもたちに良いもの

を食べさせようではなくて、地域にあるものを食べ

させる、地域の魅力を知ってもらうため、ぜひ、給

食に地域の特産物を取り込むしくみづくりを進め

ていただきたいなと思います。 

そのために、私の会社も協力できることは、協力

していきますのでぜひ、おっしゃっていただければ、

前向きに検討してまいりますので、よろしくお願い

します。 

 

〇市長 佐々木 敏夫 

給食は、豊後高田は無農薬を含めて、子どもたち

に地元でとれた肉や野菜を提供するようなしくみ

づくりはできています。今、おっしゃったかまぼこ

や天ぷらなどの食材等もこどもたちに豊後高田市

の産品として提供して親しんでいただけるような

方法も魚市場も協力してくれるみたいなのでそれ

らを使った給食も考えていただけたらと思います。 

 

〇委員 桑原 猛 

あと、もう少し、給食の予算をあげていただいた

ら。今、現在、食材を含めて色々なものが値上がり

していますし、子どもたちの食べるものは、しっか

りとした安心、安全な食材を使っていただきたいと

思います。 

また、私が今でも嫌いなものがあるのですが、そ

れは給食で嫌いになりました。そういうのがないよ

うにしてほしいなと思います。 

 

〇委員 山尾 華織 

７月から教育委員として携わらせていただいて

いるのですが、３人の子どもの子育てをしている最

中ですので、子育て現場の声や私が実際に感じてい

ることをこれからも会議の際に提案させていただ

いて、その意見が反映されればよいなと思います。 

これからもよろしくお願いします。 

 

〇委員 護城 和代 

中学校は地域クラブがあるからいいのですが、小

学校でも色んなスポーツに頑張っている子がたく

さんいるので、小学校にも地域クラブがもっともっ

と増えていったらいいなと思います。 

小学校で今、バスケやバレーなりがあるのですが、

それが地域クラブ化されると小さい頃からスポー

ツに携われる子ども達が増えるとさらに強い選手

が育つのではないかと思いますので、ぜひ、よろし

くお願いします。 

 

〇市長 佐々木 敏夫 

今の子育て支援の私の基本的な考え方は、ご存知

のとおり、若い世代は、給料が安いのですよ。社会

は、子どもを産め、産めと言いますが、「夫婦共働



- 15 - 

 

きの時代」であり、では、子どもを産んで、誰が子

どもの面倒をみるのか、共働きを辞めて子育ての間

は専業主婦に専念するのか。これがしないんですよ

ね。そうすると、０歳児から保育園にいれようとす

るけれど有料だと入園を渋るんですよ。そこを補助

することでそのような子育ての経済的不安は、解消

できます。 

給食費等の無償化については、給食費は、ご存知

のとおり、支払える家庭とそうでない家庭があった

りと差別がありました。給食の集金も学校の先生が

徴収をしていました。 

学校の教職員も負担になりますし、そういった理

由で、いち早く給食費の無償化に取り掛かりました。 

また、医療費については、高校生の多くは部活等で

スポーツをしており、やはり、脱臼やケガ等で医療

費がかかります。そこで、高校生まで医療費無料化

を行いました。 

すると、こんなにも無料にしていると、皆、財源

の心配をしだします。財源は、「ふるさと納税」で

す。 

ふるさと納税は、足らないじゃないですか。辞め

るなら今ですよと議会でも言われたことがありま

す。 

当時は、ふるさと納税も少なく、「４月からふる

さと納税に頑張るのでやらせてください。」と言っ

て、医療費や給食費の無償化に踏み切りました。 

子どもたちが病気にかかってもお金がかかると

病院にかからなくなり、治る病気も治らなくなりま

す。 

無料だと病院に行き易く、病院にかかると思いが

けない病気が発見できたりして、大きな病気にかか

らなくすんだりします。これは、予防面からみても

大きな成果だと思います。 

今年の４月から地元高田高校で給食の無償化を

行い、実質、０歳から高校生までの子育ての経済的

不安を取り除きました。 

高田高校も給食があることで他校とは違った特

色ある高校となり、定員が割れることなく存続して

いってほしいと思っています。 

 

その他、ご意見等ありますか。 

 

〇文化財室長 河野 典之 

はい、よろしいですか。 

文化財室の河野です。よろしくお願いします。 

文化財室から田染地区の「ゼゼノサマ・ウトノア

ナ」の国の登録記念物への登録についてご報告いた

します。 

昨年の 12月 19 日、国の文化審議会の答申を受

けまして、近く国の名勝地に登録される運びとなり

ました。 

今回官報に告示されれば、市内で６件目となりま

す。 

詳細につきましては、お手元に配布しております資

料をご覧頂きたいと思います。 

以上で報告を終わります。 

 

〇市長 佐々木 敏夫 

ありがとうございました。 

これで、協議事項を終わりたいと思います。 

長時間にわたり、ご協力を頂きまして、ありがとう

ございます。 

それでは、事務局に進行をお返します。 

 

〇市総務課長 飯沼 憲一 

ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして、令和７年度 豊後

高田市総合教育会議を終了いたします。大変、あり

がとうございました。 


